
46. 西条市内総生産

単位：百万円

平成29年度 平成30年度 令和元年度

１． 8,576 8,266 8,225

（１） 農 業 7,341 7,028 6,883

（２） 林 業 376 383 371

（３） 水 産 業 859 855 971

２． － － －

３． 160,911 128,917 142,774

４． 27,215 24,208 23,070

５． 31,199 23,412 21,858

６． 30,161 29,766 29,146

７． 21,098 21,320 22,084

８． 8,943 8,880 8,109

９． 7,423 7,453 7,171

10． 11,178 10,879 11,912

11． 39,824 39,145 38,549

12． 11,806 12,097 11,912

13． 17,980 18,580 18,748

14． 13,971 12,987 12,792

15． 36,256 37,041 38,187

16． 14,322 14,087 13,897

17． 440,862 397,036 408,432

18． 7,269 7,014 7,104

19． 5,471 5,789 5,926

20． 442,660 398,262 409,610

　注：表示単位未満を四捨五入しているため、総数と内訳の合計は必ずしも

　　　一致しない。

　資料：愛媛県市町民所得統計

項　　　　　　目

農 林 水 産 業

鉱 業

製 造 業

電気・ガス・水道・廃棄物処理業

建 設 業

卸 売 ・ 小 売 業

運 輸 ・ 郵 便 業

宿 泊 ・ 飲 食 サ ー ビ ス 業

情 報 通 信 業

金 融 ・ 保 険 業

不 動 産 業

輸 入 品 に 課 さ れ る 税 ・ 関 税

（控除）総資本形成に係る消費税

市内総生産（17+18-19）

専門・科学技術、業務支援サービス業

公 務

教 育

保 険 衛 生 ・ 社 会 事 業

そ の 他 の サ ー ビ ス

小　計（1+2+3+4+5+6+7+8+9+10
　　　　+11+12+13+14+15+16）


